
 

 

総合 D棟関係教職員各位 

総合 D棟利用学生各位 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大に伴う総合 D棟への入棟制限について 

 

 

 

緊急事態宣言の要請を受けて、D 棟入棟制限の実施期間を５月６日までと設定して

おりましたが、現時点において正式な通知がされてないものの、延長となることが予

想されますので、当面の間、D棟への入棟制限の期間を延長としますので、予めご了

承願います。 

 

 

〇 不要不急の立ち入りを自粛してください。 

〇 緊急事態宣言の対象区域からの来た方の立ち入りは自粛してください。 

〇 D棟の平日における入退室を土日休日体制に変更します。（カードキー所有者以外

は入棟できません） 

〇 やむを得ず入棟する場合は，「37.5度以上の発熱がないことを確認」「マスク着用」

「３密の集合禁止」を徹底してください。 

 

 利用者の皆さまのご理解，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

令和２年５月１日 

総合 D棟施設管理委員会委員長 

 


